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遠
い
昔
、
人
類
は

小
麦
栽
培
の
技
術
の

実
用
化
に
よ
り
、
食

料
の
安
定
供
給
を
実

現
し
、
爆
発
的
に
人

口
を
増
や
し
た
。
現

在
の
農
業
技
術
も
そ
の
延
長
線

上
に
あ
る
。

最
近
、
ロ
ン
ド
ン
で
、
牛
の

幹
細
胞
か
ら
作
っ
た
食
用
肉
を

使
っ
た
ハ
ン
バ
ー
グ
の
試
食
会

が
行
わ
れ
た
と
の
報
道
を
耳
に

し
た
。
こ
れ
ま
で
の
農
業
や
畜

産
、
漁
業
と
は
一
線
を
画
す
る

技
術
で
あ
る
。
実
用
化
は
十
年

以
上
先
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
の

技
術
の
確
立
は
、
人
類
が
農
業

技
術
を
手
に
入
れ
た
が
故
に
、

格
差
と
戦
争
の
悲
劇
を
背
負
う

こ
と
に
な
っ
た
の
と
同
様
に
、

何
か
し
ら
の
悲
劇
を
背
負
う

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
。

さ
ら
に
進
め
る
と
、
人
工
光

合
成
シ
ス
テ
ム
や
窒
素
の
同
化

技
術
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
人

工
知
能
が
組
み
合
わ
さ
れ
る

と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
さ
え
滞

ら
な
け
れ
ば
、
食
糧
供
給
は
完

全
自
動
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
コ

ラ
ム
子
に
は
そ
の
先
の
人
類
の

様
子
な
ど
想
像
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
提
案
だ
が
、
新
し

い
医
療
技
術
の
実
践
に
は
、
倫

理
上
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、

食
料
生
産
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術

な
ど
、
人
類
の
将
来
に
深
く
関

わ
る
技
術
開
発
に
も
倫
理
上
の

検
討
を
義
務
づ
け
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
今
、
欲
望
の
渦
の
中

で
暮
ら
す
人
々
に
は
つ
ら
い
こ

と
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
類
が

滅
亡
し
な
い
た
め
、
ま
た
、
人

類
が
人
類
で
い
ら
れ
る
た
め
に

は
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
シ
ス
テ

ム
で
あ
ろ
う
。

本
紙
に
て
二
〇
〇
八
年
二
月

号
よ
り
連
載
し
て
い
た
「
高
齢

者
施
設
を
訪
ね
て
︵
十
六
回
シ

リ
ー
ズ
︶」
を
二
〇
一
三
年

十
一
月
号
に
終
了
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

高
齢
者
施
設
の
概
要
を
ま
と
め

た
﹃
高
齢
者
施
設
ガ
イ
ド
﹄
を

ま
も
な
く
発
刊
い
た
し
ま
す
。

二
〇
〇
〇
年
の
介
護
保
険
施

行
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
高
齢
者

施
設
︵
特
養
、
老
健
、
療
養
型

病
床
︶
か
ら
様
変
わ
り
し
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
小
規
模
多
機

能
型
住
宅
な
ど
の
新
た
な
住
ま

い
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
シ

リ
ー
ズ
「
高
齢
者
施
設
を
訪
ね

て
」
は
、
大
き
く
変
貌
し
た
高

齢
者
施
設
の
実
態
を
会
員
へ
伝

え
る
た
め
、
保
険
医
協
会
の
医

療
福
祉
部
取
材
班
が
直
接
施
設

を
訪
問
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・

見
学
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
し
た
も

の
で
す
。

取
材
先
は
、
特
養
、
老
健
な

ど
は
も
ち
ろ
ん
、
高
齢
者
施
設

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
齢
者

が
地
域
で
生
活
す
る
た
め
に
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
や
、
二
〇
一
二
年
度
の
介

護
報
酬
改
定
に
て
新
設
さ
れ
た

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
も
対
象
と
し

ま
し
た
。

高
齢
者
施
設
は
種
類
が
多

く
、
医
療
・
介
護
の
制
度
体
系

も
複
雑
で
す
。﹃
高
齢
者
施
設

ガ
イ
ド
﹄
で
は
、
施
設
ご
と
に

そ
の
概
要
、
介
護
保
険
の
給
付

と
利
用
料
に
つ
い
て
、
医
療
提

供
の
際
に
ど
の
よ
う
な
算
定
制

限
が
あ
る
の
か
を
分
か
り
や
す

く
ま
と
め
、
会
員
の
先
生
方
に

役
立
つ
冊
子
と
な
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
取
材
班
に
よ
る

コ
ラ
ム
、
県
内
の
高
齢
者
施
設

一
覧
も
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

完
成
し
次
第
、
会
員
の
先
生
方

へ
配
布
い
た
し
ま
す
。
ご
期
待

く
だ
さ
い
。

施
設
ご
と
の
複
雑
な
医
療・介
護
制
度
を

分
か
り
や
す
く
解
説

『
高
齢
者
施
設
ガ
イ
ド
』

ま
も
な
く
発
刊
！

と　き ところ

第一部

第二部

2015年3月29日（日）
午前９時～正午

ホテル金沢
（堀川新町1-1　電話 076-223-1111）

石川県保険医協会 第41回定期総会

総会議事（２階　扇の間）
・ ２０１４年度活動報告及び２０１５年度活動方針案
・ ２０１４年度決算報告及び２０１５年度予算案
・ 役員改選
・ 総会アピール
・ 特別功労者の表彰

午前9時～午前9時45分

（予定）

記念講演（２階　ダイヤモンド） 午前10時～正午

【テーマ】／ものづくり・まちづくり・金沢の物語
【講　師】／山出　保氏（元金沢市長）

※問い合わせは、石川県保険医協会（電話 076-222-5373）まで。
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歯科保険
診療便覧
２０１4年度点数改定版
ご好評につき
完売いたしました。
なにとぞご了承ください。

※歯科会員の先生
方にはすでに１冊
無料送付いたし
ました。

掲載する高齢者施設一覧
○特別養護老人ホーム
○養護老人ホーム
○有料老人ホーム
○軽費老人ホーム
○グループホーム
○サービス付き高齢者向け住宅
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
※掲載順は変更することがあります

「高齢者施設を訪ねて」シリーズ最終回の取材の様子
（2013 年 9月 19日・JA石川かほくほのぼのヘルプ）

石 川 保 険 医 新 聞 （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第514号（1）2015年2月15日（毎月15日発行）



前
編
︵
二
〇
一
五
年
新
年

号
七
面
︶
で
報
告
し
た
よ
う

に
、
福
島
の
小
児
甲
状
腺
が
ん

は
「
百
万
人
に
一
～
二
人
」
と

い
う
医
学
的
な
常
識
を
覆
し
、

十
万
人
に
三
十
三
～
三
十
六
人

︵
会
津
地
方
は
除
く
︶
と
い
う

予
想
外
に
多
い
結
果
が
示
さ
れ

ま
し
た
。
福
島
県
の
「
県
民
健

康
調
査
検
討
委
員
会
」
で
は
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
二
点
指
摘

さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
一

つ
は
、
山
下
俊
一
氏
︵
福
島
県

立
医
科
大
学
副
学
長
、
長
崎
大

学
理
事
・
副
学
長
︶
が
主
張

す
る
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
効

果
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

「
罹
患
率
と
有
病
率
の
違
い
」

で
す
。

山
下
氏
は
、
福
島
県
で
小
児

甲
状
腺
が
ん
が
多
数
見
つ
か
っ

て
い
る
の
は
放
射
線
に
よ
る
影

響
で
は
な
く
、
今
ま
で
に
類
を

見
な
い
規
模
の
検
診
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
る
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
効
果
」
だ
と
指
摘
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
、「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
効
果
」
説
に
は
こ
れ
を
否
定

す
る
調
査
も
あ
り
ま
す
。
表
１

は
、
山
下
氏
も
共
同
執
筆
者
と

な
っ
て
い
る
文
献
⑴
か
ら
の
引

用
で
す
が
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

事
故
後
に
ベ
ラ
ル
ー
シ
で
行
わ

れ
た
複
数
の
小
児
甲
状
腺
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
結
果
︵
超
音

波
検
査
︶
で
す
。
一
九
九
〇
年

代
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
で

は
い
ず
れ
も
甲
状
腺
が
ん
が
発

見
さ
れ
、
人
口
十
万
人
に
対
し

八
人
～
六
百
三
十
六
人
で
す
。

し
か
し
、
最
後
の
二
〇
〇
二
年

に
行
わ
れ
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

検
査
で
は
、
甲
状
腺
が
ん
は
一

人
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
検
査
は
、
二
〇
〇
二
年
時

点
で
十
四
歳
以
下
の
子
ど
も

二
万
五
千
四
百
四
十
六
人
に
対

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
後
に
生
ま

れ
た
子
ど
も
た
ち
で
す
。
つ

ま
り
、
事
故
後
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
た
ち
に
は
放
射
性
ヨ
ウ
素

に
よ
る
内
部
被
ば
く
の
影
響
が

な
い
︵
も
し
く
は
少
な
い
︶
こ

と
を
示
し
、
か
つ
、
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
効
果
が
否
定
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。
ま
た
、
山
下
氏
は

米
国
で
行
っ
た
講
演
で
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
の
ゴ
メ
リ
地
区
で
行
わ

れ
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
結

果
を
、
事
故
当
時
〇
～
三
歳

だ
っ
た
子
ど
も
、
事
故
直
後
に

生
ま
れ
た
子
ど
も
、
事
故
の
翌

年
以
降
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
の

三
群
に
分
け
て
報
告
し
て
い
ま

す
︵
表
２
︶⑵
。
こ
の
表
を
見

て
も
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
効
果

は
否
定
的
と
判
断
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
、「
罹
患
率
と
有
病
率

の
違
い
」
に
つ
い
て
で
す
。

「
百
万
人
に
一
～
二
人
」
と
い

う
数
字
は
、
甲
状
腺
に
し
こ
り

を
自
覚
し
受
診
す
る
な
ど
し
て

発
見
さ
れ
た
甲
状
腺
が
ん
患
者

の
割
合
︵
罹
患
率
︶
の
こ
と
を

言
い
、
有
病
率
は
無
症
状
の
甲

状
腺
が
ん
を
含
ん
だ
割
合
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。

福
島
県
が
実
施
し
て
い
る
よ

う
な
大
規
模
な
甲
状
腺
超
音
波

に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

は
、
日
本
で
は
過
去
に
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
小
さ

な
集
団
で
行
わ
れ
た
研
究
が
存

在
し
ま
す
。
福
島
県
「
県
民
健

康
管
理
調
査
」
検
討
委
員
会
に

設
置
さ
れ
て
い
る
甲
状
腺
検
査

評
価
部
会
の
第
一
回
会

合
で
の
、
広
島
赤
十

字
・
原
爆
病
院
副
院
長

の
西
美
和
氏
の
報
告
で

す
⑶
。
こ
こ
で
は
、
岡

山
大
学
の
新
入
学
生
、

千
葉
大
学
の
大
学
生
・

院
生
、
都
内
の
女
子
高

校
生
を
対
象
と
し
た
そ

れ
ぞ
れ
二
千
人
～
一
万

人
弱
の
規
模
の
研
究
結

果
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

人
口
百
万
人
あ
た
り
約

三
百
～
一
千
三
百
人
の

甲
状
腺
が
ん
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
結

果
は
、
今
回
の
福
島
県

に
お
け
る
小
児
甲
状
腺

が
ん
の
発
見
頻
度
と
大

き
く
変
わ
る
も
の
で
は

な
い
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
先
に
示
し
ま
し
た
が
、

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
後
に
ベ

ラ
ル
ー
シ
で
生
ま
れ
た
十
四
歳

以
下
の
二
万
五
千
四
百
四
十
六

人
の
子
ど
も
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
検
査
で
は
が
ん
は
発
見
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ

り
、
真
の
有
病
率
に
つ
い
て
は

未
だ
確
定
的
と
は
言
え
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
第
十
六
回
「
県
民
健

康
調
査
」
検
討
委
員
会
で
は
過

剰
診
断
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
お
り
、
県
民
の
健
康
調
査
が

大
事
な
の
か
、
疫
学
調
査
が
大

事
な
の
か
と
い
う
、
こ
の
調
査

の
根
本
的
意
義
が
問
い
直
さ
れ

て
い
ま
す
。
疫
学
側
の
委
員

は
「
健
康
な
子
ど
も
た
ち
が
受

け
る
不
利
益
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
、
や
は
り
き
ち
っ
と
考

え
て
」
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、「
過
剰
診
断
が
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
か
な
い
と
と
て

も
危
険
だ
」
と
発
言
し
て
い
ま

す
⑷
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
福

島
県
立
医
大
側
は
、
手
術
な
ど

の
情
報
は
個
人
情
報
保
護
の
問

題
も
あ
り
十
分
な
情
報
開
示
が

で
き
な
い
中
で
、
甲
状
腺
が
ん

の
診
断
基
準
に
基
づ
い
て
適
切

に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨

の
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
二
〇
一
四
年
八
月
に

横
浜
で
開
か
れ
た
日
本
癌
治
療

学
会
学
術
集
会
⑸
に
お
い
て
、

福
島
県
立
医
大
の
鈴
木
眞
一
教

授
が
「
福
島
に
お
け
る
小
児
甲

状
腺
癌
治
療
」
と
題
し
て
講
演

を
行
い
、
三
十
四
人
の
手
術

結
果
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
抄

録
に
あ
る
デ
ー
タ
を
抜
粋
す
る

と
、
平
均
腫
瘍
径
は
十
四・九
㎜�

︵
六
～
三
十
一
㎜�
︶、
手
術
は
片

葉
切
除
二
十
八
例
、
全
摘
が
三

例
、
術
後
病
理
診
断
は
乳
頭
癌

二
十
四
例
、
濾
胞
型
乳
頭
癌
三

例
、
び
漫
性
硬
化
型
乳
頭
癌
三

例
、
低
分
化
癌
疑
い
一
例
で
し

た
。
リ
ン
パ
節
転
移
は
二
十
四

例
に
認
め
、
術
前
肺
転
移
疑
い

が
二
例
あ
っ
た
と
詳
し
く
報
告

し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
か
ら

考
え
る
と
、
過
剰
診
断
を
問
題

視
し
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
し

て
の
超
音
波
検
査
の
必
要
性
を

問
う
よ
り
も
、
今
後
も
継
続
的

に
超
音
波
検
査
を
実
施
し
て
い

く
こ
と
が
、
よ
り
重
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

本
稿
を
終
え
る
に
あ

た
り
、
今
後
の
福
島
を

注
視
し
て
い
く
中
で
有

用
と
思
わ
れ
る
デ
ー
タ

を
ご
紹
介
し
ま
す
。
図

１
は
先
に
紹
介
し
た
山

下
氏
が
共
同
執
筆
し

た
文
献
⑴
に
掲
載
さ
れ

て
い
た
も
の
で
す
が
、

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故

後
二
十
年
間
の
ベ
ラ

ル
ー
シ
に
お
け
る
甲
状

腺
が
ん
の
発
症
率
︵
人

口
十
万
人
対
︶
を
、
事

故
時
の
年
齢
別
に
分
け

て
示
し
た
も
の
で
す
。

Ａ
の
グ
ラ
フ
は
、
事
故

時
の
年
齢
を
「
〇
～

十
四
歳
のchildren

」

「
十
五
～
十
九
歳
の

adolescents

︵
青
年

期
︶」「
二
十
～
二
十
一

歳
のyoung�adults

」

の
三
群
に
分
け
た
も

の
、
右
の
Ｂ
の
グ
ラ
フ
は
「
〇

～
四
歳
」「
五
～
九
歳
」「
十
～

十
四
歳
」
の
三
群
に
分
け
た
も

の
で
す
。
Ａ
の
グ
ラ
フ
を
見
る

と
、「
〇
～
十
四
歳
」
の
群
は

事
故
後
十
年
を
ピ
ー
ク
に
減

少
、「
十
五
～
十
九
歳
」
の
群

は
事
故
後
十
五
年
を
ピ
ー
ク
に

減
少
、「
二
十
～
二
十
一
歳
」

の
群
は
二
〇
〇
五
年

の
時
点
で
も
上
昇
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
一

方
、
Ｂ
の
グ
ラ
フ
を

見
る
と
、「
〇
～
四

歳
」「
五
～
九
歳
」「
十

～
十
四
歳
」
の
三
つ

の
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ

ピ
ー
ク
が
四
年
、
五

～
七
年
、
十
年
と
異

な
り
、
年
齢
が
低
い

ほ
ど
ピ
ー
ク
が
早
い

こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ

リ
事
故
で
は
、
放
射
性
ヨ
ウ
素

に
よ
る
内
部
被
ば
く
が
実
際
に

存
在
し
、
放
射
線
感
受
性
が
高

い
ほ
ど
影
響
が
早
く
現
れ
、
そ

の
影
響
は
決
し
て
子
ど
も
だ
け

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

現
時
点
で
は
、
八
月
に
報
告

さ
れ
た
「
悪
性
ま
た
は
悪
性
疑

い
」
の
百
三
例
︵
手
術
で
良
性

と
診
断
さ
れ
た
一
例
を
除
く
︶

は
、
放
射
線
の
影
響
は
低
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
後
の
報

告
も
参
考
に
す
れ
ば
、
県
民
健

康
調
査
検
討
委
員
会
で
挙
げ
ら

れ
た
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
効

果
」
や
「
罹
患
率
と
有
病
率
の

違
い
」
も
正
し
い
と
は
言
い
切

れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今

後
も
引
き
続
き
、
県
民
健
康
調

査
の
結
果
を
注
視
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
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年
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月
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放
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線
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測
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審
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会

第
四
十
九
回
年
次
総
会
に
お
い

て
⑶��

福
島
県
「
県
民
健
康
管
理
調

査
」
検
討
委
員
会　

第
一
回
甲

状
腺
検
査
評
価
部
会　

西
美
和

部
会
員
提
供
資
料

⑷��

第
十
六
回
福
島
県
「
県
民
健

康
調
査
」
検
討
委
員
会
議
事
録

⑸��

鈴
木
眞
一
：
福
島
に
お
け

る
小
児
甲
状
腺
癌
治
療
、
第

五
十
二
回
日
本
癌
治
療
学
会
学

術
集
会
、
二
〇
一
四
年
八
月

二
十
八
～
三
十
日

追
記
：
二
〇
一
四
年
十
二
月

二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第

十
七
回
県
民
健
康
調
査
検
討
委

員
会
で
は
、
事
故
後
一
年
目
に

一
巡
目
の
検
査
を
受
け
「
異
常

な
し
」
と
さ
れ
た
子
ど
も
四
人

が
、
二
〇
一
四
年
四
月
以
降
に

行
わ
れ
た
二
巡
目
の
検
査
で
、

甲
状
腺
が
ん
の
疑
い
と
診
断
さ

れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
改
め
て
本
シ
リ
ー
ズ
で
触

れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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理
事

　斉
藤

　典
才
（
金
沢
市･

外
科
）

第
十
六
回
福
島
県

「
県
民
健
康
調
査

　 甲
状
腺
検
査（
先
行
検
査
）」

　
　
　
　
　
　結
果
に
つ
い
て
後  編

表1

表2
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地
域
包
括
ケ
ア
に
関

す
る
講
演
会
が
、
全
国

各
地
で
数
多
く
開
催
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

の
様
は
、
財
源
も
人
材

も
不
足
し
た
ま
ま
国
か

ら
具
体
的
計
画
の
立
案
を
丸
投
げ
さ

れ
た
地
方
自
治
体
、
そ
し
て
現
場
を

担
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
関
係

者
の
困
惑
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

と
は
言
っ
て
も
、
す
で
に
「
地
域

包
括
ケ
ア
」な
る
も
の
が
動
き
出
し
、

歯
科
に
お
い
て
も
地
域
包
括
ケ
ア
の

一
翼
を
担
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
歯
科
に
お
け
る
地
域
包
括
ケ
ア

へ
の
関
与
は
、
主
に
歯
科
医
師
に
よ

る
歯
科
治
療
、
多
職
種
連
携
に
よ
る

摂
食
・
嚥
下
障
害
の
予
防
・
機
能
回

復
で
あ
る
が
、
近
年
、
歯
科
衛
生
士

に
よ
る
口
腔
衛
生
管
理
も
大
変
重
要

な
役
割
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
口
腔
衛
生
を
担

う
べ
き
専
門
的
知
識
や
技
術
を
習
得

し
た
熟
練
歯
科
衛
生
士
が
、
な
か
な

か
育
っ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
。
熟

練
者
ば
か
り
で
な
く
、
絶
対
数
に
お

い
て
も
不
足
は
明
ら
か
だ
。
厚
労
省

の
衛
生
行
政
報
告
例
の
概
要
に
よ
れ

ば
、
毎
年
約
六
千
五
百
人
と
決
し
て

少
な
く
な
い
数
の
歯
科
衛
生
士
が
誕

生
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
末
の

就
業
者
数
は
十
万
八
千
百
三
十
三
人

で
あ
り
、
有
資
格
者
の
実
に
六
割
が

未
就
業
者
で
あ
る
と
い
う
。
開
業
歯

科
医
院
に
は
一
軒
当
た
り
一
・
四
人

の
歯
科
衛
生
士
し
か
勤
務
し
て
い
な

い
と
い
う
数
字
も
納
得
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

歯
科
衛
生
士
へ
の
ニ
ー
ズ
は
今
後

も
高
ま
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
の

に
、
就
業
者
数
が
一
向
に
増
え
な
い

理
由
は
、
歯
科
医
院
の
経
営
者
が
業

務
に
見
合
う
だ
け
の
給
与
を
支
払
え

な
い
こ
と
が
要
因
だ
ろ
う
。
先
の
選

挙
で
大
勝
し
た
第
三
次
安
倍
政
権

は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
効
果
で
経
営
側

に
賃
金
ア
ッ
プ
を
要
求
し
て
い
る
よ

う
だ
が
、
歯
科
で
は
そ
の
要
請
に
応

じ
る
動
き
は
ま
っ
た
く
見
受
け
ら
れ

な
い
。
今
後
も
歯
科
医
療
費
の
増
加

が
見
込
め
な
い
な
ら
、
地
域
包
括
ケ

ア
の
歯
科
領
域
の
柱
と
も
思
え
る
歯

科
衛
生
士
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し

く
、
し
た
が
っ
て
「
在
宅
に
お
け
る

口
腔
衛
生
」
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

普
及
し
な
い
の
で
あ
る
。

石
川
県
保
険
医
協
会
は
こ
の
よ
う
な

現
状
を
一
刻
も
早
く
打
破
す
る
よ
う
、

国
会
要
請
行
動
を
は
じ
め
と
し
た
請
願

署
名
運
動
な
ど
を
通
じ
、
診
療
報
酬
の

改
善
を
訴
え
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

一
月
二
十
日
に
本
年
度
第

十
六
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
各
部
か
ら
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
に
順
調
な
活
動
成
果
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
が
、
注
目

す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
総

務
部
の
事
案
で
あ
る
国
保
対

策
に
関
す
る
報
告
で
す
。
金

沢
市
医
療
保
険
課
と
の
交
渉

で
、
資
格
証
明
書
を
交
付
さ

れ
た
場
合
で
も
医
療
を
受
け

る
必
要
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
短

期
保
険
証
に
切
り
替
え
、
ま

た
そ
の
適
応
は
受
診
日
に
遡

る
こ
と
の
確
認
が
な
さ
れ
た

と
い
う
内
容
で
し
た
。
今
後

は
こ
の
件
を
被
保
険
者
及
び

医
療
機
関
に
周
知
徹
底
し
て

い
く
と
と
も
に
、
資
格
証
明

書
そ
の
も
の
の
廃
止
を
求
め

て
い
く
こ
と
が
了
承
さ
れ
ま

し
た
。

協
議
事
項
で
は
本
紙
二
月

号
の
持
論
の
検
討
、
一
月

二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
る

保
団
連
代
議
員
会
の
発
言

通
告
の
内
容
と
当
協
会
の

二
〇
一
五
年
度
の
定
期
総
会

の
役
割
分
担
の
確
認
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
持
論
・
発
言
通

告
は
い
ず
れ
も
歯
科
か
ら
の

も
の
で
、
当
協
会
に
お
け
る

歯
科
の
重
要
性
を
再
認
識
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
事
務
局
か
ら
医

療
・
介
護
制
度
に
関
す
る

ニ
ュ
ー
ス
の
解
説
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
同
一
建

物
居
住
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
点
数
の
大
幅
な
引
き

下
げ
を
厚
労
省
が
肯
定
的
に

評
価
し
て
い
る
と
い
う
点
に

は
、
や
や
暗
澹
た
る
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。

今
回
も
予
定
時
間
を
過
ぎ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
多
く

の
実
り
あ
る
議
論
が
な
さ
れ

た
会
議
と
な
り
ま
し
た
。

�

【
三
宅　

記
】

第16回 理事会点描

金沢市国保 資格証明書の
取り扱いの周知徹底を要望

（1月20日・13人出席）

い
わ
ゆ
る
医
療
費
の
標
準
化
と

 
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
の
流
用
に
反
対
す
る

異
常
な
朝
日
バッ
シ
ン
グ
こ
そ

 

平
和
へ
の
脅
威

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟

よ
り
患
者
の
側
に
立
っ
た

　
　
　運
用
へ
の
見
直
し
を

歯
科
衛
生
士
の
充
足
を

在
宅
現
場
で
の
口
腔
衛
生
担
う

診
療
報
酬
引
き
上
げ
に
よ
る

　
　
　
　
　待
遇
改
善
が
急
務

会員の先生へ

『石川保険医新聞』
 アーカイブズについて 
『石川保険医新聞』の創刊号

から現在までのPDF化が終了

し、会員の皆様にいつでも閲覧･

ダウンロードしていただくことが

可能になりました。当面の間、

試験運用として、ホームページ

にアップロードしましたので、ご

覧になりたい会員（ご本人の

み）の方は、保険医協会事務局

まで、当該サイトへのアクセス

方法をおたずねください。メール

でお問い合わせいただければ、

アクセス方法とIDおよびパス

ワードをお知らせします。

●問い合わせ先Eメール
　ishikawa-hok@doc-net.or.jp

（
問
題
は
8
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
の
ツ
ケ
か
ら
３
と
打
つ
の
が
大

切
な
手
順
。
白
４
に
は
黒
５
で
白
死
で

す
。
黒
１
で
３
は
白
５
黒
１
白
イ
で
白

生
き
。
白
２
で
ロ
な
ら
黒
２
で
白
死
。

黒
３
で
４
は
白
ロ
で
白
生
き
で
す
。

囲

解
答

碁2
1

5

3 4ロ イ

☗
３
二
馬
☖
１
二
玉
☗
２
一
馬
☖

同
玉
☗
３
二
銀
☖
２
二
玉
☗
３

四
桂
☖
同
歩
☗
３
三
銀
☖
１
二

玉
☗
２
一
銀
不
成
☖
同
玉
☗
３

二
金
☖
１
二
玉
☗
２
二
金
ま
で

15
手
詰
。

〈
解
説
〉
５
手
目
☗
３
二
銀
に

☖
１
二
玉
は
☗
２
四
桂
☖
同
歩

☗
２
三
銀
打
ま
で
で
す
。
7
手

目
☗
３
四
桂
と
捨
て
て
☗
３
三

銀
が
大
き
な
ク
サ
ビ
で
、
以
下

手
順
の
追
詰
で
す
。

将
棋
解
答

（
問
題
は
8
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

7
＋
2
で
、答
え
は「
9
」

（
問
題
8
面
）

２０１５年３月２６日（木）
午後7時～午後８時45分

２０１５年４月
新介護報酬検討会

と  き

ところ

テキスト

講  師

※参加資格は、会員と、院長が会員の医療機関スタッフに限ります。
※詳細・申し込み方法については、同封の案内チラシをご覧ください。

保険医協会講師団
医療系介護報酬改定のポイント

石川県地場産業振興センター・新館
コンベンションホール

○問い合わせは
石川県保険医協会まで　電話 076-222-5373

確定申告の時期が近づいてきました。保団連が確定申告や日常の経営税務
対策のために毎年発行しているテキスト「保険医の経営と税務」の2015年版が
発行されました。（体裁：B5判・約200ページ、定価：1,500円）

となります。電話・FAX・メールにてお申し込みください。

会員は１冊無料進呈、２冊目からは会員価格（1,000円）

保険医の
経営と税務 2015年版
─確定申告・医業経営改善のために─

石川県保険医協会　TEL(076)222-5373　FAX(076)231-5156E-mail：ishikawa-hok@doc-net.or.jp
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あるべき
地域包括ケアを
考える

シンポジウム
～現場からの提言～

と  き 2015年２月２２日（日）
午前９時半～正午

ところ ホテル金沢４階・エメラルド
（堀川新町1-1  TEL 076-223-1111）

対  象 関心のある方はどなたでも
（定員100人）

参加費 無　料

申し込み
必要事項（医療機関・施設名、氏名、
申込人数、参加者の職種）を明記し、
FAXまたはE-mailにて。

基調講演
◆横山 壽一 氏 （金沢大学教授）
パネリスト
◆斉藤 元泰 氏
（さいとう内科医院院長）／医師の立場から

◆平田 米里 氏
（平田歯科医院院長）／歯科医師の立場から

◆石川 美香 氏
（金沢訪問看護ステーション）／訪問看護師の立場から

◆山岸 康子 氏
（ＪＡかほくほのぼのヘルプ）／居宅介護支援事業所・訪問介護事業所管理者の立場から

◆池上 森彦 氏
（野々市市地域包括支援センター）／社会福祉士の立場から

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。
主催　石川県保険医協会
電話：076-222-5373  ＦＡＸ：076-231-5156
E-mail：ishikawa-hok@doc-net.or.jp

※詳しくは、同封の案内チラシをご覧ください。

会員、家族、スタッフの方々

㈱金谷酒造店さん
（白山市安田町3-2　ＴＥＬ 076-276-1177）

㈱金谷酒造店＆
うまいものや「高砂茶寮」
３０人（先着順です）
お一人 １万円※昼食、バス代、保険料として当日集めます。

２０１5年3月15日（日）
午前９時3０分／金沢駅西口集合
・午前９時3０分 ………… 金沢駅西口集合・出発（5分前までにお越しください）
・午前１０時……………… 千代女の里俳句館、白山市立博物館を見学
・午前１１時……………… 金谷酒造店を見学
・正午 …………………… うまいものや「高砂茶寮」にて昼食
・午後３時ごろ…………… 金沢駅西口着・解散
  ※交通事情などにより、時間がずれる場合がありますので、ご了承ください。

金谷酒造店（見学）＆高砂茶寮（昼食）
～千代女の里で白山菊酒を楽しむ～
金谷酒造店（見学）
～千代女の里で白山菊酒を楽しむ～酒蔵見学会第6回第6回

◇電話：０７６（２２２）５３７３　◇ＦＡＸ：０７６（２３１）５１５６　◇Ｅ‐ｍａｉｌ：ｉｓｈｉｋａｗａ‐ｈｏｋ＠ｄｏｃ‐ｎｅｔ．ｏｒ．ｊｐ■主催／石川県保険医協会

今回は銘酒「高砂」でおなじみの、（株）金谷酒造店（白山市）におじゃまします。
手取川の上流には野生菊が群生しており、その花からこぼれるしずくを受ける
手取川の水は「菊水」と呼ばれています。この菊水を使い厳格な８つの基準の下で
つくられた酒が、 「白山菊酒」。 白山市内の蔵元5社の統一ブランドで、 「高砂」
もそのひとつです。当日は試飲・銘酒の購入もできます。
酒蔵見学の後は、金谷酒造店の昔の酒蔵を改装してつくられた「高砂茶寮」で
昼食。 食事とお酒を大いに堪能いただきます。
また、 酒蔵見学の前に「朝顔やつるべとられてもらひ水」の句で知られる

「千代女の里俳句館」と、 人間国宝・隅谷正峯の展示などを行っている「白山市立
博物館」を学芸員さんのガイド付きで見学します。
金沢駅集合・解散のバスをご用意いたします。 冬の一日をちょっと贅沢に過ご
してみませんか。 （機関紙・文化部）

酒蔵見学会酒蔵見学会酒蔵見学会酒蔵見学会酒蔵見学会酒蔵見学会酒蔵見学会

今回は銘酒「高砂」でおなじみの、（株）金谷酒造店（白山市）におじゃまします。
手取川の上流には野生菊が群生しており、その花からこぼれるしずくを受ける
手取川の水は「菊水」と呼ばれています。この菊水を使い厳格な８つの基準の下で

第６回を迎える石川県保険医協会・
冬の文化企画のご案内です。

見　学

と　き

ところ

定　員

参加費

対　象

※毎回好評のため、
　お早めにお申し込みください。

●お申し込みは
保険医協会（電話076-222-5373）まで

なんでも学術! なんでも回答?

よろず勉強会よろず勉強会
第36回

医科会員のための歯科講座
口腔疾患のいろいろテーマ

高木 純一郎先生
（石川県立中央病院・歯科口腔外科 診療部長）

近江町交流プラザ ４階・研修室1

講　師

2015年2月26日（木）
午後７時１５分～午後８時４５分

と　き

ところ

保険医協会会員（参加は無料です）対　象

15年戦争と日本の医学医療研究会

北陸支部第３回研究会
とき● 2015年３月１４日（土） 午後５時～午後７時
ところ●近江町交流プラザ ４階・研修室
メイン報告● 戦争と医療に関する

日独の医師・医師会の違いの検討
報告者／井沢 宏夫

研究報告●「東北亜歴史財団：日本軍731部隊の
　教訓と記憶の共有」参加報告
報告者／莇　 昭三
『大東亜戦争陸軍衛生史』について
報告者／横山　 隆

主催／15年戦争と日本の医学医療研究会北陸支部
事務局／〒920-0848  金沢市京町20-15  電話076-253-8320
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【ヒデさんの回答…新年号のつづき】

■健康権保障の視点から混合診療について考える
寒中お見舞い申し上げます。今年もよろしくお
願いいたします。今冬は、大雪の攻勢が早かった
ですね。重い北陸の雪がひとしお重く、兼六園だ
けでなくわが家の木々もたくさん折れました。
今回いただいたご質問に対しては、まず、社会
に貢献する歯科医療のあるべき姿について考えて
きました。だいぶ遠回りしましたが、今回は、現
在焦点の混合診療問題について考えましょう。

■混合診療導入のねらい
─営利市場形成のための低位平準化
混合診療問題は、医科と歯科問題を含め、日本
の医療保障の諸矛盾が一気に噴き出たものという
べきでしょう。別言すれば国民皆保険の真価が問われていると思います。
ご指摘のように混合診療について、医科と歯科では事情がおおいに違い
ますね。歯科分野では、混合診療は自費診療の承認という形で皆保険発足
当時から公認されてきたわけです。それは医療経済優先の安上がり医療と
いうべきで、医科医療に対しての歯科医療の「差別」の歴史ともいってよ
いでしょう。
しかし、ごくわずかの悪徳医は別として多くの歯科医は、過度に自由診
療部分を勧めることなく、患者の要望を聞きつつ公的医療保険による治療
を原則としてきたのではないでしょうか。
ところが、この度の混合診療の導入問題は、先進医療、高度医療への患
者のニ－ズに応えると称して、結局、圧倒的多数の人々への保険適用を狭
くし、患者負担を増大する。医科を国や自治体にとって、より安上がりな
歯科医療システムに合わせるという低位平準化による「差別」の解消に他
ならないと思います。つまり、健康権をすべての人々に平等に保障するた
めのシステムとしての皆保険制度を崩壊させ、医科、歯科を問わず、医療
の営利化に誘導していくものです。したがって、患者・国民の負担する公
的な「医療費」を増大させる以上に医療産業の儲けの対象に直結する私的
医療費が増大させられるということに注意が必要です。
曲がりなりにも医療の非営利化原則が貫かれている時代と医療の市場
化・営利化すなわち儲け─しかもあこぎに儲けられる産業化─をねらって
邁進している現在とは状況が全く違うという認識が大事だと思います。市
場形成には、すべての人に非営利そして無料の医療を保障するという大原
則に立つ皆保険制度が邪魔になるわけです。その邪魔な部分、公的医療保
障を限りなく縮小していこうということです。つまり、アメリカ型医療で
「アフラック（Afl�ac）」は大喜びというわけです。

■健康権の視点から
健康権とは、すべての人びとに「できる限り最高の健康水準」を、基本
的人権（人権）として保障するものです。人間の尊厳の保障を理念（目
的）とし、自己決定・選択の自由そして平等を原理とするものです。健康
権を具体的に保障する最も重要な制度が医療保障です。その医療保障の諸
原則は、皆さんが推し進めてきた「誰でも、どこでも、いつでも、お金の
心配なく、良い医療が受けられる」ということでしょう。この健康権の根
拠は、憲法13条、14条、そして憲法25条です。憲法25条 1 項は、国民の
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を明確に保障しているので
すから。
健康権の視点から混合診療問題を考える場合、次の三点が特に大事
です。
選択の自由と自己決定　まず、健康権・医療保障の原理である患者・住
民・国民の自己決定・選択の自由が徹底して追及されなければならないと

いうことです。すなわち、受ける医療の内容、水準は患者自身が決めると
いうことです。自己決定・選択の自由は患者個人としてのレベルにとどま
らず、その保障のためにどのような医療制度をつくるか、自治体・国レベ
ルにまで貫徹されなければなりません。したがって、論理必然的に、患
者・住民・国民の選択と自己決定が保障されるための参加システムが、医
療の現場でのインフォームド・コンセントから、病院等医療機関経営、自
治体、国の行政・立法・司法等あらゆる組織、段階・レベルにおいて保障
されることが不可欠となります。別言すれば民主主義の徹底ということで
もあります。主権者たる国民の要求・ニーズすなわち人権・健康権保障を
実現するためのシステムこそ議会制民主主義に他ならないからです。　
最高水準医療　次に保障されるべき健康・医療の水準です。健康権保障
は、「できる限り最高の健康」を保障するものです。したがって論理必然
的に、医療保障も、最低限度はもちろん中程度にとどまらず、「最高水準」
でなければならない。その時代の資源（Resources）を動員して最高水準
の医療をすべての人に保障するということになります。
理念的には、以上のようになりますが、現実に国や自治体がどの範囲・
水準の医療を保障するか決定するのは簡単ではありません。問題となって
いる心臓移植や脳・がん治療等高度・最先端医療をすべての人に保障する
のか、どうか、まさに政策選択しなければなりません。
この点、健康権保障では、最高水準の健康が保障されるべきなのです
が、「できるかぎり」と付いていることに注目してください。その国で動
員できる資源、すなわち人、もの、金には限度がありますから、「できる
限り」という留保がついているわけです。しかし、国はこのことを言い訳
にして最高水準保障の実現をさぼってはならない。資源の限界を理由とし
て実現できない場合は、その合理的理由を国民に説明する責任があるとい
うことです。国の財政、医療保険財政が苦しいから最低、あるいは標準的
な医療にしますなどと安易にいいわけにしてはならないということです。
まして、現在の水準を引き下げるような改悪には、相当な合理的理由が必
要となります。
改めて、健康権を保障している憲法25条をみてみましょう。
まず、一項は、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権
利を有する。」と規定しています。「最低限度」と言っていますので、健康
の保障も最低でよいのでしょうか。「最低限度」の文言は、憲法のできた
1946年、第二次大戦後の一億総飢餓状態と壊滅した経済状態の中で実現可
能な「最低」の「当面」の保障として盛り込まれたものでした。日本の経
済等の復興・国民生活の向上が進めば、それにつれて当然に引き上げられ
るものとして想定されていたのです。
その証拠に、二項では、「国はすべての生活部面について社会福祉、社
会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、国の
「増進義務」を謳っています。
したがって、70年後、世界三番目の経済力を有し、人も、モノ（技術）
も、金もある現在の日本で「最低限度」を口実とするのは許されず、生活
部面では他の人々と「同等・十分」な保障、そして健康については「最高
水準」を保障するための「向上増進」義務を果たす責任が国にあるという
ことになります。まして、国がいったん保障した医療保障や社会保障の水
準を引き下げ、奪うような改悪の場合は、財政事情等についてよほどの合
理的な理由を国が立証・説明できなければ「向上増進」義務違反になると
いうことです。
この意味では、憲法25条は、「最高水準の健康」を保障されるのが、国
民の権利であり、国の果たすべき義務の程度が「最低限度」であり、これ
を果たさなければ憲法違反の責任が生じると読むべきだと思います。
無差別平等　最後に念を押しておきますが、健康権すなわち、最高水準
の健康・医療の保障は、性別、居住地、
年齢、障害・病気の種類、人種・国籍等
に関係なく、人間である限りすべての人
に保障されるということです。とくに、
お金のある人もない人も無差別平等に保
障されなければなりません（憲法14条）。
混合診療問題は、皆さんも随分議論さ
れていますが、人権・健康権の議論を付
け加えていただきたいということでし
た。さらに次回は、健康権と保険適用の
問題として、少し違った視点から私のか
かわった岸イヨ鍼灸裁判、さらに「健康
保険ではり・きゅう、マッサージを受け
る国民の会」の100万人署名活動もご紹
介したいと思います。（ 3月号につづく）

ヒデさんに聞く

倫理から人権へ
（金沢大学名誉教授　井上　英夫氏）

《第16回》歯科医療のあるべき姿を考える
─健康権のにない手として健康権保障の砦を築く（後編その1）

石 川 保 険 医 新 聞 （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第514号（5）2015年2月15日（毎月15日発行）

大雪に見舞われた
筆者の自宅の庭

健康保険ではり・きゅう、マッサー
ジを受ける国民の会ポスター（次号
にて紹介）



1 月13日、政府の社会保障制度改革推進本部は、「医療制度改革骨子」を決
定した。この「骨子」に基づく「医療保険制度改革関連法案」は、 3月にも国
会に上程される見込みである。この法案は、いわゆる「社会保障・税一体改
革」のプログラム法に基づくもので、社会保障給付の抑制・効率化を医療保険
制度においても徹底させようとするものである。
制度改革の内容としては、一つは国保財政の都道府県単位化による医療費削
減システムの構築、もう一つは給付範囲縮小による負担増施策（入院時食事療
養費の標準負担額引上げ、大病院紹介なし受診の定額負担、患者申出療養制度
の創設等）と大きく二つに整理できる。以下、本号ではまず前者について、
「骨子」の論点を抜粋した上でその課題を整理し、国保改革の背景にある理念
を批判的に検討する（以下の枠で囲った部分は政府が公表した文書を抜粋した
ものであり、引用にあたり特に手を加えていません）。

1　市町村国保の財政運営を都道府県単位に

○�� 2018年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政
運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営について中心的な役割を担
うこととし、制度の安定化を図る。
◦�� 都道府県は県内の統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとの分
賦金決定及び標準保険料率等の設定、保険給付に要する費用の支払
い、市町村の事務の効率化・広域化等の促進を実施する。
◦�� 市町村は、地域住民と直接顔の見える関係の中、保険料の徴収、資
格管理・保険給付の決定、保健事業など、地域におけるきめ細かい事
業を引き続き担う。
◦�� 財政運営に当たっては、都道府県が医療費の見込みを立て、市町村
ごとの分賦金の額を決定することとし、市町村ごとの分賦金の額は、
市町村ごとの医療費水準及び所得水準を反映する。

市町村国保の「都道府県単位化」については、昨年成立した「医療介護総合
法」とセットでみていく必要がある。
総合法に基づき、都道府県では2015年度から「地域医療ビジョン」を作成す
ることになる。地域医療ビジョンは、各地域の医療需要の将来推計や既に始ま
った病床機能報告制度等によって医療機関から報告された情報をもとに、二次
医療圏ごとに、医療機能の必要量や在宅療養を含む地域の医療提供体制の将来
の目指すべき姿を示すとされている。この「必要量」が算出されれば「医療費
の支出目標」として医療費削減に活用されることにつながるのは必至であり、
昨年の「骨太の方針」でもその旨明記されている。これは都道府県に提供体制
の責任を集約することを意味する。
一方、今回の法案で提起された国保財政の都道府県単位化は、都道府県への
給付責任の集約である。これを上記の提供体制改革とセットで考えれば、医療
提供水準と保険料負担の設定を都道府県に集約するということになる。今後、
都道府県は「医療費支出目標」の範囲内での財政運営を強いられることが予想
される。国が社会保障の給付責任から「降りた」なかでこの改革が実現されれ
ば、都道府県の責任による給付抑制・負担増を招き、地域間格差の一層の拡大
をもたらすことは必至である。

2　医療費適正化計画の見直し、保険者機能の強化

○�� 都道府県が、医療機能の分化・連携、地域包括ケアシステムの構築を
図るために策定される地域医療構想と整合的な目標（医療費の水準、医
療の効率的な提供の推進）を計画の中に設定し、国においてこの設定に
必要な指標等を定めることとする。
○�� 後期高齢者支援金の加算・減算制度について、予防・健康づくり等に
取り組む保険者に対するインセンティブをより重視するため、多くの保
険者に広く薄く加算し、指標の達成状況に応じて段階的に減算する仕組
みへと見直し、2018年度から開始する。特定健診・保健指導実施率のみ
による評価を見直し、後発医薬品の使用割合等を追加し、複数の指標に
より総合的に評価する仕組みとする。

都道府県による医療費削減策という意味では、既に後期高齢者医療制度創設
の際に併せて設けられた「医療費適正化計画」がある。これは、生活習慣病医
療費の縮減や平均在院日数の短縮について数値目標を設定する等により医療の
効率化を図ろうとするものであるが、この適正化計画と新たに都道府県が作成
する「地域医療ビジョン」とは整合性がとられなければならないという趣旨で
ある。なお、新たな指標としては「後発医薬品の使用割合」などが具体的に提
起されている。
医療費適正化計画は国がその指針を策定することになっていることから、都
道府県もそれに沿った形での地域医療ビジョンの作成を求められる。国は医療
費削減のため、都道府県に「金は出さないが口は出す」と言っているようなも
のである。

3　国保への財政支援と後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

○�� 国保への財政支援の拡充等により、財政基盤を強化する。
◦�� 2015年度から保険者支援制度の拡充（約1700億円）を実施する。
◦�� これに加えて、更なる公費の投入を2015年度から行い、2017年度に
は、高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施に伴
い生じる国費を優先的に活用し、約1700億円を投入する。

○�� 被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負
担とし、制度の持続可能性を確保する観点から、総報酬割部分（現行制
度では 3分の 1）を2015年度に 2分の 1、2016年度に 3分の 2に引き上
げ、2017年度から全面総報酬割を実施する。

国保財政の都道府県単位化を前に、国保への一定の財政支援を行うという趣
旨である。その財源は、後期高齢者支援金の全面総報酬割により捻出される国
費を優先的に割り当てるというものである。
後期高齢者医療制度の財源構成のうち、健康保険や国保などから拠出される

「支援金」はおよそ 4割を占める。この支援金について制度創設当初は「人頭
割」で各保険者の負担を計算していたが、これを全面総報酬割に改めるという
のが、この改定の趣旨である。総報酬割とは、加入している被保険者の総報酬
に応じて各保険者の支援金の額を決定するということである。これにより、相
対的に報酬の高い組合健保の支援金は増え協会けんぽの支援金は減ることにな
り、連動して協会けんぽに投入されていた国費も減ることになる。この結果捻
出される約2300億円のうち1700億円を「国保への財政支援」に充てるとして
いる。
既に実施されている「保険者財政支援策1700億円」とあわせて、2017年度か
らは3400億円の国費を国保に新たに投入することになる。もちろん、国保への
財政支援はないよりはあったほうがいい。しかしながら、今回の支援はいわば
大企業の健保組合の負担増により肩代わりしてもらったものであること、そし
て、その金額も3400億円と、現在の国保保険料総額 3兆円超と比べてわずかに
1割を超える程度の水準にすぎないことを考えると、国による「国保への財政
支援」と胸を張って言える代物ではないと言えよう。

小括 ─ 国保の大幅な国庫負担増は必要不可欠
一体改革の基本理念を定めた社会保障制度改革推進法では、社会保険を「共
助」としたうえで、「社会保険給付は保険料で賄うべき」という理念を提起し
ている。そして、国や自治体の役割について、「社会保険に係る国民の負担の
適正化」、すなわち低所得者に対する保険料軽減に限定される旨を明記してい
る（推進法第 2条第 3項）。上記の国保への財政支援についても、この原則に
のっとったものであり、国保制度全体を下支えする財政支援とはほど遠い内容
になっている。
もちろん、国保は「共助」ではない。国民一人ひとりを「漏れなく」医療保
障の対象にするという「国民皆保険」の理念を貫徹するためには、職場の健康
保険などの公的医療保険に入っていない「すべての人」が加入するシステムが
必要であり、そのために市町村国保は、いわば強制加入の「受け皿」として再
編されたものである。そこには当然に退職者や無職者（保険料を払いたくても
払えない所得層）も含まれる。したがって、国保制度への国費の投入はその制
度維持のために不可欠なものであり、これを否定することは「国民皆保険」の
理念そのものの否定につながる。もちろん、地域保険を市町村単位にするか都
道府県単位にするかという議論自体を否定するつもりはないし、応能負担に則
り大企業の負担を増やすという意味で「総報酬割」を断行し、（健保組合等の
抵抗を押し切って）国保財政に入れたこと自体は評価に値すると考える（協会
けんぽへの国庫負担が今のままでいいかは、別に課題として残るが）。問題は、
社会保険を「共助」とする理念、つまり「一体改革」に通底する「自助・共
助・公助のバランス論」そのものにある。ここへの正面からの批判なしに、真
の意味での国保改革はあり得ない。
（次号（その 2）では、具体的な患者負担増メニューを中心に論点整理を行
います。）

社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

事務局長　工藤　浩司

第 22 回 医療保険制度改革法案の骨子が明らかに
（その１）─国保財政の都道府県単位化
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私は県立高校の社会科〈地理・政治・経済を担当〉教師として、38年間
検定教科書や受験体制に抵抗し、自由に教壇に立ってきました。初任地の
富来高校に 5年間、地元金沢の向陽高校に20年間（うち 4年間は高教組の
教育文化部長として専従）、最後の13年間は自宅に近い金沢商業高校で定
年を迎えました。私の原点は日本国憲法と教育基本法にあり、その理念に
励まされての38年間だったと思っています。全てのものが商品として登場
する資本主義社会の矛盾に、人間らしく生きることの大切さを感じていま
した。その仕事として教師になり、肝に命じていた好きな言葉である、フ
ランスの抵抗詩人ルイ・アラゴンの「教えるとは希望を語ること、学ぶと
は誠実を胸に刻むこと」を今も大切にしています。
翻ってみれば、私の生き様は私の家系に求められます。我が家の過去帳

によれば12代前尾張から来た加賀藩前田の下級武士を祖先にもち、曽祖父
は明治維新初期ごろは士族の身分で明倫館の教官でした。その息子の祖父
は陸軍士官学校卒で、第九師団の士官として日露戦争の旅順203高地攻略
で武勲をあげ金鵄勲章を授与されています。父は東京美専卒（現東京芸大）
で、大坂造幣局勤務地から徴兵で金沢七連隊山砲所属の下士官として満州
のハルビン近郊の戦地での経験を持っていました。父は生き残り、私は
1944年という敗戦 1年前に生まれ、幸いに日本国憲法の下で育ちました。
封建時代の支配機構の末端の武力集団の一員から、資本主義社会の本源的
蓄積時代の武力集団の一員として身を立て、徴兵制で強制的に侵略戦争に
駆り出された大日本帝国憲法の時代に生き、加害の側に身を置いてきた父
までの歴史を振り返りつつ、70年前までの加害・被害の歴史の悲惨な教訓
から、日本国憲法が誕生し68～69年を自分史の中に置きつつ、残った時間
に何をなすべきか改めて自分に問いかけています。
この国の今を語るとき、昨年秋からのオール沖縄のたたかいを抜きにす
ることはできません。沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設反対を掲げた
翁長雄志さんの県知事選挙での圧勝に続き、その共同の枠組みでたたかっ
た沖縄の小選挙区の四候補の完勝は、私たちに大きな勇気を与えてくれま
した。戦後70年に当たる今年、くらし、社会保障（医療・介護）、教育、
原発など、あらゆる分野でのたたかいが一点共同として進んでいます。こ
の根底には憲法があります。2004年 6 月10日に九人の呼びかけ人により誕
生した「九条の会」（12月15日「九条の会・石川ネット」が発足）、10年前
につくられたこの共同が、護憲運動の大きな力になってきました。そもそ
も日本国憲法は百三か条すべてが戦争しない仕組みになっているのです。
憲法に立脚するかぎり「戦争する国」にはできないし、させてはなりませ
ん。昨年 7月 4日に21人の呼びかけ人により戦争する国づくりのあらゆる
施策に反対する新たな市民団体として「戦争させない石川の会」が発足し、
約1,000人の賛同者に支えられた活動が始動しています。今年も新たな共
同が石川の地に広がり深められることを展望し、あらゆる改憲運動をも許
さず、憲法を暮らしのすみずみに、平和に生かすことを掲げ、多くの方々
と一緒に運動を進めたいと思っています。

北陸新幹線の路線図

ザ・日本国憲法ザ・日本国憲法寄 稿
シリーズ⑰

板坂　洋介（九条の会・石川ネット事務局長）

日本国憲法の理念に支えられ、
二度と日本を「戦争する国」にしない

板坂　洋介（九条の会・石川ネット事務局長）

日本国憲法の理念に支えられ、
二度と日本を「戦争する国」にしない

シリーズ「ザ・日本国憲法」では、会員の先生方に憲法や平和につい
て自由にご寄稿いただいておりますが、平和運動を行っている関係団体
や個人の方にも、思いを語っていただく場とすることにします。
新年号では保険医協会も会員である「非核の政府を求める石川の会」

の神田順一 事務局長から、２月号では保険医協会が事務局を務める「九
条の会・石川医療者の会」も賛同団体である、「九条の会・石川ネット」
の板坂洋介 事務局長よりご寄稿いただきました。

石 川 保 険 医 新 聞 （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第514号（7）2015年2月15日（毎月15日発行）

3回シリーズ

北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線

喜多　徹（野々市市・内科）

北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線北陸新幹線辛口批判
北陸新幹線が金沢―東京間を
２時間切れなかったワケ

その
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前
回
ま
で
ス
コ
ッ
チ
ウ
イ
ス

キ
ー
に
ま
つ
わ
る
こ
と
を
い
ろ

い
ろ
と
書
い
て
き
ま
し
た
が
、

「
そ
れ
で
は
ど
れ
が
う
ま
い
の

か
？
」
と
い
う
ご
質
問
が
出
る

の
は
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
か
と

思
い
ま
す
。
以
前
に
本
紙
で
ラ

ス
ベ
ガ
ス
の
連
載
を
担
当
し
た

際
に
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク

や
ビ
デ
オ
ポ
ー
カ
ー
の
紹
介
を

し
た
と
き
に
「
じ
ゃ
あ
お
前
の

実
際
の
収
支
は
ど
う
な
の
？
」

と
い
う
質
問
に
お
答
え
し
た
の

と
同
じ
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
の
方
は
そ
の
後
も
そ
こ

そ
こ
で
、
大
き
く
足
を
落
と
さ

ず
に
続
け
て
お
り
ま
す
の
で
ご

心
配
な
く
・
・
・︵
あ
、
誰
も

心
配
し
て
く
れ
て
な
い
か
？
︶。

さ
て
、
話
を
ウ
イ
ス
キ
ー
に

戻
し
ま
す
。
今
ま
で
も
書
い
て

き
た
よ
う
に
「
お
い
し
け
れ
ば

何
で
も
い
い
」
と
い
う
の
が
基

本
な
の
で
、
周
り
で
あ
ま
り
と

や
か
く
言
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
の
好
み
を
押
し
つ

け
る
つ
も
り
も
ま
っ
た
く
な

い
の
で
、｢

ご
参
考
ま
で
に
」

と
い
う
こ
と
で
読
み
飛
ば
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

初
心
者
へ
の
オ
ス
ス
メ
は

ス
ペ
イ
サ
イ
ド

ま
ず
、
こ
れ
か
ら
ス
コ
ッ
チ

ウ
イ
ス
キ
ー
を
試
し
て
み
た
い

と
い
う
方
に
は
、
ス
ペ
イ
川
と

い
う
名
前
の
川
の
流
域
の
蒸
留

所
で
作
ら
れ
た
ス
ペ
イ
サ
イ
ド

の
も
の
を
お
勧
め
し
ま
す
。
こ

れ
に
は
比
較
的
名
前
の
通
っ
て

い
る
銘
柄
の
も
の
が
多
く
、
こ

の
連
載
で
た
び
た
び
登
場
し
て

い
る
マ
ッ
カ
ラ
ン
、
三
角
柱
の

よ
う
な
独
特
の
形
の
ボ
ト
ル
と

鹿
の
絵
が
描
か
れ
た
ラ
ベ
ル
の

グ
レ
ン
・
フ
ィ
デ
ィ
ッ
ク
、
あ

る
い
は
公
に
一
番
古
い
蒸
留
所

と
さ
れ
て
い
る
グ
レ
ン
・
リ

ベ
ッ
ト
な
ど
が
そ
の
代
表

で
す
。

飲
み
方
は
、
私
は
ス
ト
レ
ー

ト
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で

は
少
し
き
つ
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
ら
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の
量
を

超
え
な
い
程
度
の
常
温
の
水
を

加
え
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
つ
ま
り
二
倍
以
上
に
割
ら

な
い
程
度
に
水
を
加
え
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
ウ
イ

ス
キ
ー
を
割
る
水
も
こ
だ
わ

る
と
、
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
水
を
用

い
た
、
ハ
イ
ラ
ン
ド
ス
プ
リ

ン
グ
と
い
う
ミ
ネ
ラ
ル
ウ

オ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。で
も
、

そ
こ
ま
で
凝
ら
な
く
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
。
石
川
県
の
お
水

は
十
分
に
お
い
し
い
で
す
。

炭
酸
割
り
が
い
い
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
少
し
甘
い
感
じ

の
方
が
い
い
の
で
、
一
番
の
お

勧
め
は
マ
ッ
カ
ラ
ン
で
す
。
日

本
の
竹
鶴
や
バ
ー
ボ
ン
ウ
イ
ス

キ
ー
も
炭
酸
割
り
に
は
適
し
て

い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
バ
ー
ボ
ン

一
辺
倒
に
な
っ
て
い
る
友
人
も

い
ま
す
が
、
そ
れ
も
ま
た
い
い

と
思
い
ま
す
。
氷
だ
け
を
入
れ

る
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
が
い
い
と
い

う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

が
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の
香
り
が
そ

れ
ほ
ど
上
が
っ
て
こ
な
い
の

で
、
私
は
あ
ま
り
好
き
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

個
性
的
な
ウ
イ
ス
キ
ー
を

試
す
な
ら
・
・
・

も
う
少
し
個
性
的
な
ウ
イ
ス

キ
ー
を
試
し
て
み
た
い
と
思
わ

れ
る
方
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
本
島
周
囲
の
小
さ
な
島
々
の

蒸
留
所
で
作
ら
れ
る
ウ
イ
ス

キ
ー
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
北

の
オ
ー
ク
ニ
ー
島
で
作
ら
れ
る

ハ
イ
ラ
ン
ド
パ
ー
ク
は
、
程
よ

い
甘
み
と
ピ
ー
ト
の
香
り
の
バ

ラ
ン
ス
が
絶
妙
で
す
。
西
に
浮

か
ぶ
ア
イ
ラ
島
に
は
現
在
も
七

カ
所
ほ
ど
の
蒸
留
所
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
と
て
も
ス
モ
ー
キ
ー

な
ウ
イ
ス
キ
ー
が
で
き
ま
す
。

サ
イ
ゴ
ン
が
陥
落
し
た
の
は
、
私
が
中
一
に
な
っ
た
ば
か

り
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
こ
ろ
で
し
た
。
テ
レ
ビ
の

ニ
ュ
ー
ス
映
像
に
、
く
ぎ
付
け
に
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。
あ
れ
か
ら
四
十
年
近
く
が
た
っ
て
、
何
年
か
ぶ
り
の
海

外
旅
行
に
、
ベ
ト
ナ
ム
を
選
び
ま
し
た
。

何
か
の
フ
ィ
ル
ム
で
、
前
歯
の
何
本
か
が
無
い
、
や
せ
た

小
さ
な
老
人
が
、
笑
顔
で
タ
バ
コ
を
ふ
か
し
た
り
、
太
極
拳

を
し
た
り
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
今
、
ま
る

で
ろ
う
人
形
の
よ
う
に
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
廟
で
眠
っ
て
い
ま

し
た
。

観
光
地
か
ら
の
帰
り
、
気
を
許
し
て
く
れ
た
ガ
イ
ド
さ
ん

の
言
う
こ
と
に
は
、「
日
本
は
資
本
主
義
で
、
ベ
ト
ナ
ム
は

社
会
主
義
で
す
が
、
こ
の
国
に
義
務
教
育
は
な
く
、
小
学
校

か
ら
有
料
で
、
山
奥
の
少
数
民
族
の
村
で
は
、
小
学
校
に
す

ら
行
け
な
い
子
ど
も
も
い
る
の
で
す
。
共
産
党
一
党
独
裁

で
、
以
前
は
政
府
に
反
対
す
る
人
も
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は

皆
捕
ま
っ
て
、
ど
こ
か
へ
連
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
も
う
政

府
に
も
の
を
言
う
人
は
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
賄
賂
が
横
行
し
、
役
所
へ
の
提
出
書
類
に
紙
幣
を
挟
む

の
は
当
た
り
前
。
学
校
の
先
生
か
ら
交
通
警
察
、
果
て
は
裁

判
官
に
至
る
ま
で
も
が
、
金
品
を
要
求
す
る
︵
裁
判
で
刑
が

半
分
に
な
る
こ
と
も
・
・
・
︶」
と
の
こ
と
で
す
。
複
数
政

党
制
で
、
言
論
の
自
由
も
あ
る
日
本
が
、
う
ら
や
ま
し
い
と

も
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ハ
ノ
イ
の
街
は
、
急
激
な
経
済
発
展
に
イ
ン
フ
ラ
が
追
い

付
か
ず
、
二
人
乗
り
、
三
人
乗
り
、
ま
れ
に
四
人
乗
り
の
ス

ク
ー
タ
ー
や
バ
イ
ク
が
、
信
号
の
ほ
と
ん
ど
無
い
道
路
に
、

け
た
た
ま
し
く
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
な
が
ら
あ
ふ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
失
業
率
が
高
い
の
か
、
日
中

に
多
く
の
男
性
が
、
歩
道
に
出
た
椅
子
や
店
先
に
た
た
ず
ん

で
い
ま
し
た
。
活
気
は
あ
る
け
れ
ど
、
笑
顔
の
あ
ま
り
無
い

街
で
、
ジ
ャ
コ
ウ
ネ
コ
の
ベ
ト
ナ
ム
コ
ー
ヒ
ー
が
ほ
ろ
苦
く

感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

い
つ
の
日
か
、
勤
勉
で
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
ベ
ト
ナ

ム
人
の
手
で
、
よ
り
自
由
な
社
会
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
、

ま
た
訪
れ
、
そ
の
時
に
は
今
回
は
か
な
わ
な
か
っ
た
夕
暮
れ

の
ハ
ロ
ン
湾
の
ク
ル
ー
ズ
で
、
デ
ッ
キ
で
彼
ら
と
、
ビ
ー
ル

で
は
な
く
シ
ャ
ン
パ
ン
で
も
・
・
・
と
思
い
ま
し
た
。

会員リレーエッセー　　◆◆185◆◆

祝
杯
を
あ
げ
る
日
は

濱
田
　
久
（
か
ほ
く
市
・
歯
科
）

原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

以
前
ご
紹
介
し
た
「
イ
ソ
ジ
ン

ガ
ー
グ
ル
臭
い
」
ウ
イ
ス
キ
ー

で
す
。
ア
イ
ラ
島
の
ウ
イ
ス

キ
ー
の
入
門
編
と
し
て
は
、
ボ

ウ
モ
ア
と
い
う
銘
柄
が
有
名
で

す
。
ア
イ
ラ
の
も
の
と
し
て
は

比
較
的
マ
イ
ル
ド
な
の
で
す

が
、
こ
れ
を
気
に
入
っ
て
ず
っ

と
飲
み
続
け
る
人
も
あ
れ
ば
、

も
っ
と
個
性
的
な
も
の
を
求
め

て
ラ
フ
ロ
イ
グ
、
ラ
ガ
ー
ブ
リ

ン
と
い
っ
た
、
さ
ら
に
強
烈
な

も
の
を
好
む
人
も
出
て
き
ま

す
。
か
と
思
え
ば
「
こ
ん
な
臭

い
も
の
が
飲
め
る
か
！
」
と
い

う
人
も
い
ま
す
。

私
の
一
番
好
む
ウ
イ
ス
キ
ー

は
、
今
の
と
こ
ろ
タ
リ
ス
カ
ー

と
い
う
銘
柄
の
も
の
で
す
。
蒸

留
所
は
ア
イ
ラ
島
よ
り
北
に
位

置
す
る
ス
カ
イ
島
に
あ
り
ま

す
。
か
な
り
刺
激
的
な
味
で

「
火
の
酒
」
な
ど
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
も

五
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
喉
ご

し
も
強
く
当
た
る
感
じ
が
し
ま

す
。
で
も
、
慣
れ
て
く
る
と
後

鼻
孔
付
近
に
す
っ
き
り
と
し
た

余
韻
が
残
り
、
つ
い
お
か
わ
り

を
し
た
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

バ
ー
に
集
う
人
々
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
自
分
の
好
み
を
持
っ
て

い
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
一

方
で
何
で
も
試
し
て
み
た
い
と

い
う
好
奇
心
の
強
い
人
が
多
い

よ
う
で
す
。
そ
し
て
一
様
に
、

他
人
の
好
み
に
は
口
出
し
し
ま

せ
ん
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
多
様

性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

何
よ
り
も
大
事
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。
と
に
か
く
自
分
流
で
い

い
の
で
、
ま
ず
は
い
ろ
い
ろ
と

試
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ 9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え3面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独5 9 1
2 6
4 1 5 8

7 1 3 □
9 8 6

3 9 4
7 6 1 4

3 1
8 □ 2 5

囲 碁

（解答は 3面にあります） （解答は 3面にあります）

持
駒

　銀
銀

黒先　5分で初、二段以上
〈ヒント〉 黒は1、3の好手順で
 白を仕留めます。

〈ヒント〉 銀のうまい活用で…。
 （10分で三段）

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義
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中級編 中級編

玉
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金
馬 歩歩歩
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三宅ドクターの三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅三宅ドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターのドクターの

金 沢
バー物語 4

三宅　靖（金沢市・内科）

オ
ス
ス
メ
の
ウ
イ
ス
キ
ー
と

そ
の
飲
み
方
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